
共済組合ホームページにリンクを設けました

住宅の増改築などで共済組合から平成 23 年 1 月以降に
貸付を受けた方が、一定の要件を満たし、住宅取得等特
別控除を初めて受ける場合は、確定申告の手続きが必要
となります。平成 23 年 1 月から 12 月までに住宅貸付、
災害貸付、特例災害貸付及び在宅介護対応住宅貸付を受
けられた方に、平成 23 年分の「住宅取得資金に係る借入
金の年末残高等証明書」を 1月下旬に送付しますので、
確定申告の際にご利用ください。その他手続きの詳細に
つきましては、最寄の税務署にお尋ねください。

平成 23年中に居住の用に供した方の控除額の計算は以下のとおりです。
平成22年度以前に居住の用に供した場合の計算方法や（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の控除額の計算や手続きについて

詳しくは国税庁のホームページ【 http://www.nta.go.jp/ 】をご覧ください。

区　　　分 住宅借入金等の年末残高の合計額 各年の住宅借入金等の年末
残高の合計額に乗ずる控除率 控除期間

住宅借入金等特別控除 4,000 万円以下の部分の金額 1～10年目 1％ 10年間　

認定長期優良住宅の新築等に係る
住宅借入金等特別控除の特例

5,000 万円以下の部分の金額 1～10年目 1.2％ 10年間　

特定増改築等
住宅借入金等特別控除

増改築等住宅借入金等の年末残高の合計額（A）
1,000 万円以下の部分の金額（注） 1～ 5 年目 1％

5年間　
うち特定増改築等住宅借入金等の金額（B）

200 万円以下の部分の金額 1～ 5 年目 2％

（注）特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合には、（A）と（B）の合計で 1,000万円を限度とします。

共済組合では貸付事業及び物資事業を利用
する方の多重債務などの事故を予防する観点か
ら、共済組合のホームページに日本貸金業協会
ホームページのリンクを設けました。
日本貸金業協会のホームページでは、家計管

理診断や消費行動診断で家計や消費行動に潜む
リスクを診断することができますので、一度ご
覧になってみてはいかがでしょうか。
また、多重債務やヤミ金融などの悪質業者による被害を予防するための情報や返済が苦しくなった際の

相談窓口（貸金業相談・紛争解決センター）を設けています。
新たな借り入れを行う際には、多重債務に陥らないよう十分注意し、収入と支出のバランスを考えた上

手な利用を行ってください。

平成23年中に住宅貸付等をご利用された方へ平成223年中に住宅貸付等をご利用された方へ
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【日本貸金業協会 URL】http://www.j-fsa.or.jp/

い ば ら き 共 済 ９ 月 号 の 記 事 の 訂 正 について
いばらき共済９月号（No.２７１）の記事「組合の現況」（２８頁）の任意継続組合員数に誤りがありましたので、お詫び

申し上げ、次のとおり訂正いたします。

任意継続組合員数　２８,１０１人（訂正前）　→　任意継続組合員数　１,２９６人（訂正後）

平成 24 年 4 月に進級されるお子さまの授業料、下宿代など教育に必要な資金を融資する修学貸付は、今年度
より 1月から申込み受付けができるようになりました。
また、入学時の修学貸付は、合格通知書が届いたときからお申し込みができます。なお、入学時には修学貸
付のほかに入学貸付を利用することもできますので、詳細については「いばらき共済平成 23 年 11 月号」をご
覧ください。

貸付対象

組合員またはその被扶養者（被扶養者でない
子を含む）が次の学校で要する費用
○ 学校教育法に規定する高等学校・大学（短
期大学を含む）・大学院・専修学校・各種学校
○ 外国の教育機関で上記に準ずる学校

対象となる
費 用

○授業料　○教材費
○下宿代、アパート代
○電車・バス等の定期代
※すべて年度単位で必要な費用の範囲内
※振込依頼書、契約書等の写しが確認資料と
して必要になります。

貸付金額

上限120万円（月10万円×12ヵ月分）
・必要費用の範囲内で1万円単位の貸付となります。ただし120万円の貸付は、4月までに申込みの場合に限ります。
※ 5月以降の申込みの場合は、10万円×年度の残月数分が上限となります。
＜例＞6月申込みの場合… 90万円（月10万円×9ヵ月分）　7月申込みの場合… 80万円（月10万円×8ヵ月分）

償還方法 修業期間中・・・元金据置で利息のみの償還　　卒業後・・・元利均等償還

利 率 年利率2.72%（一部負担金利率 0.06% 含む）財政融資資金利率の変動により貸付利率は変動します。

申込書類

○普通・特別貸付申込書　○印鑑登録証明書　　○在学証明書（入学時には、合格通知書等の写し）
○借入状況等申告書（他金融機関等からの借り入れがある場合、償還明細表の写しを添付）
○「対象となる費用」の確認できる資料　　　　○戸籍抄本（被扶養者でない子の場合）

貸付日 申込書類、償還能力を審査のうえ申込月の翌月28日共済組合登録口座へ送金します。

【進級前・入学前にお申込みの場合の修学状況の確認について】
4月以降に共済組合指定の様式で進級または入学したことの報告をいただきます。

修学貸付の償還は、貸付金額に応じて償還表に定めた償還金額、償還回数で設定されています。
返済の仕組みは、修業期間中は利息のみの償還となり、お子さまの卒業後に貸付申込時に選択いただいた償
還方法（毎月償還または賞与併用償還）により元利金等にて償還が始まります。
ここでは、償還金額の一例を下記のとおり表しましたので、お申込みの際の参考としてご利用ください。

（）内は償還回数
区分

貸付
金額

修業期間中
利息のみ支払

卒業後　【元利均等償還】

毎月償還 賞与併用償還

償還額 毎月分償還額 賞与分償還額

120万円 2,719 円 17,417円（  75回）10,160円（  75回） 41,939 円（13回）

240万円 5,439 円 26,850円（100回）14,544円（100回） 72,585 円（17回）

360万円 8,159 円 30,984円（135回）16,353円（135回） 85,991円（23回）

480万円 10,879 円 37,783円（150回）19,679円（150回）109,142円（25回）

※賞与併用償還は貸付申込月により、償還金額、回数に変更が生じます。
※ 120 万円を超える貸付金額については、進級により借り増しを行なった場合の
償還金額です。

修学貸付の償還金額

1 月から申込みができるようになりました修学貸付のご案内
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